
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 
１ 現状 
（１） 職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等のデータ 

公務員 民間 

区分 職員

数(人) 
平均年齢 平均給料月額

平均給与月額 

（Ａ） 
対応する民間の 

類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
A/B

朝 霞 市 57 46 歳 276,523 円 316,473 円 ― ― ― ― 

給食調理員 46 44 歳 264,758 円 299,915 円 調理士 41 歳 267,500 円 1.1

自動車運転手 7 49 歳 340,428 円 390,734 円 自家用乗用自動車運

転者 

55 歳 296,800 円 1.3

 

用務員 4 53 歳 299,975 円 332,313 円 用務員 54 歳 227,200 円 1.5

国 5,193 49 歳 287,094 円 320,514 円 ― ― ― ― 

※ 「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 
※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平

成１６年から１８年までの３カ年平均） 
※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において

完全に一致しているものではありません。 
 
（２） 年齢別職員数（平成１９年４月１日現在） 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳

～  

23 歳 

24 歳

～  

27 歳 

28 歳

～  

31 歳

32 歳

～  

35 歳

36 歳

～  

39 歳

40 歳

～  

43 歳

44 歳

～  

47 歳

48 歳

～  

51 歳

52 歳

～  

55 歳 

56 歳

～  

59 歳 

60 歳

 

以上

計 

朝 霞 市    2 2 7 8 15 12 5 6  57 人

給食調理員    2 2 7 7 11 11 3 3  46 人

自動車運転手       1 3  2 1   7 人

 

用務員        1 1  2   4 人

 
（３） その他給与に関する事項 
① 給料表 
行政職給料表(二)適用（１級から３級までを合成） 

 
② 技能労務職員に係る特殊勤務手当 

手当の種類 支給を受ける者の範囲 支給金額 

防疫防除作業手当 
感染症等の防疫作業又は毒物若しくは劇薬を使用して除草

若しくは病害虫の防除作業に従事した職員 
日額 500 円 

清掃手当 汚物又はじんかいの収集処理に従事した職員 月額 3,000 円

運搬作業手当 自動車を運転し、運搬作業をすることを本務とする職員 月額 4,000 円

動物死体処理手当 犬猫等動物の死体の取扱いに従事した職員 １件 200 円 



 
③ 昇給基準 
毎年４月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給（５５歳を超える場合は 

２号給）を標準として昇給します。 
 
 

２ 基本的な考え方 
   技能労務職員の欠員補充に当たっては新規採用を極力抑えることとしており、現在、

新規採用は行っていません。今後は、多様な雇用形態を活用し、臨時職員などで対応

します。また、民間委託が可能な業務については民間委託の導入を検討していきます。 
   給与等に関しては、国・県・近隣市等の動向を考慮しながら適宜見直し等の検討を

行います。 
 
 
３ 具体的な取組内容 
   給与については、現在、国に準拠した取扱いとなっており、見直しは考えていませ

ん。ただし、国の給料表が改定された場合などは同様の見直しを行います。 
   技能労務職員の特殊勤務手当については、一部見直しを検討します。 
 


